
畜舎

畜舎

豚・イノシシの飼養者のみなさま
飼養衛生管理基準の自己点検と報告をお願いします！

他都道府県のみならず、滋賀県内の野生イノシシでも豚熱の感染を認め
ています。さらに、韓国では野生イノシシでアフリカ豚熱の感染が発生してお
り、国内への侵入リスクが高まっている状況です。
つきましては、飼養衛生管理の強化のため、７項目について別紙様式によ
り家畜保健衛生所まで報告をお願いします。
郵送、メール、FAXのいずれの方法でも受付しています。郵送で家畜衛生
情報をお送りした方は同封のはがきもご利用ください。

滋賀県家畜保健衛生所

（本所）

近江八幡市西本郷町226-1

TEL:0748-37-7511 FAX:0748-37-4821

緊急携帯:090-3613-7486

（北西部支所）

高島市今津町弘川249-1

TEL:0740-22-2145 FAX:0740-22-6681

緊急携帯080-6176-8052
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◆畜舎ごとに手指の消毒
◆靴の履き替え
◆衣服の着替え

衛生管理区域
（農場）

万一、特定症状が確認された場合は、直ちに家畜保健衛生所
に連絡するとともに、豚等を農場から移動させないで下さい。

不要物品

特定症状の一例 （ほかの原因によることが明らかであるものを除く）

・耳翼、下腹部四肢等の紫斑
・40℃以上の発熱※

・歩行困難、後ろ足の麻痺※

・けいれん※

・便秘、下痢※

・皮下、体表の孔からの出血※

・流死産※

・突然死（一定期間に複数）

※同一豚房内で一定期間内（おおむね一週間）に継続的に増加している場合のみ

２月分の報告期限は２月2５日（火）です

◆野生動物の侵入防止
◆不要物品の持ち込み禁止

◆車、手指の消毒
◆靴の履き替え
◆衣服の着替え


